
― 今市第三小学校「学校支援地域協議会」について ―

日光市立今市第三小学校

１ 「学校支援地域協議会」設立の趣旨

社会がますます複雑多様化し，子どもを取り巻く環境も大きく変化する中で，学校が様々な課題

を抱えているとともに，家庭や地域の価値観も多様化し，学校に過剰な役割が求められるようにな

っています。このような状況のなかでの教育は，これまで以上に学校，家庭，地域の連携協力のも

とに進めていくことが不可欠となっています。

このため，平成１８年におよそ６０年ぶりに改正された教育基本法には，学校，家庭，地域の連

携協力に関する規定が新たに盛り込まれました。

○教育基本法

（学校，家庭及び地域住民等の相互の連携協力）

第１３条 学校，家庭及び地域住民その他の関係者は，教育におけるそれぞれの役割と

責任を自覚するとともに，相互の連携及び協力に努めるものとする。

学校支援地域協議会は，これを具体化する方策の柱であり，学校・家庭・地域が一体となって地

域ぐるみで子どもを育てる体制を整えるとともに，地域に根ざした学校づくりを推進するための取

組やそのための協議を行う重要な組織であると考えています。

具体的には，学校の状況に応じて地域ぐるみで学校の教育活動に支援いただくことで，

（1）教員や地域の大人が子どもと向き合う時間が増えるなど，学校や地域の教育活動のさらなる

充実を図ることができる。

（2）地域住民が自らの学習成果を生かす場が広がる。

（3）地域の教育力の向上と地域に根ざした学校づくりが推進される。

ことが期待されます。

まず１点目については，教員だけでは担いきれない，あるいは必ずしも教員だけがすべて行う必

要がない業務について地域が支援することにより，教員が，より教育活動に専念でき，より多くの

時間を子どもと向き合うことや授業準備等に充てられるようになります。また，子どもたちが多様

な知識や経験を持つ地域の大人とふれ合う機会が増え，多様な経験の機会や学習活動（魅力ある授

業の提供）の向上，部活動の充実，学校の環境整備等が一層図られるとともに，多くの大人の目で

子どもたちを見守ることで，よりきめ細かな教育にもつながります。さらに，子どもの地域に対す

る理解やボランティアへの関心も高まります。これらは，子どもの「生きる力」の育成に大きく資

するものです。

２点目については，地域住民が意欲と関心を持って自ら進んで学校支援活動に参加することは，

これまで培ってきた知識や経験を生かす場が広がり，自己実現や生きがいづくりにつながるものと

なります。特に，次代を担う子どものために学習成果を生かすことは，教育基本法に定められてい

る「生涯学習の理念」にも適い，社会的にも大きな意義があります。



○教育基本法（生涯学習の理念）

第３条 国民一人一人が，自己の人格を磨き，豊かな人生を送ることができるよう，

その生涯にわたって，あらゆる機会に，あらゆる場所において学習すること

ができ，その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければ

ならない。

これらの結果，３点目として，地域住民が子どもの発達段階に応じて教育を行う学校で活動する

ことで，近年その低下が指摘されている地域の教育力（地域住民が，子どもの健全育成のために働

きかけをすること。例えば，人を思いやること，自然やものを大切にすること，社会のルールを守

ることなどについて，子どもたちに対し，その発達段階に応じて適切な働きかけを行う力）が向上

し，これにより，地域の絆が強まり，地域が活性化することが期待されます。

また，学校においては，学校・家庭・地域の連携協力により，地域に根ざした学校づくりが推進

されるものと思われます。

このように，学校支援地域協議会は，地域住民の力を最大限活用しつつ，学校を中心に児童の健

全育成や地域の教育力，地域の活性化を図ろうとするものです。

２ 学校支援地域協議会の主な目的

（１）地域住民の方々に学校支援者として協力していただくための体制整備を推進する。

（２）地域に根ざした信頼される学校づくりを推進するための取組やそのための協議を行う。

３ 学校支援地域協議会の構成メンバー（今市第三小学区内関係者約８０名：別紙名簿参照）

・自治会長，民生委員・児童委員，主任児童委員，老人会長，学校評議員，学童クラブ代表，

地域コーディネーター等

・ＰＴＡ役員，学校代表（校長，教頭，教務主任，児童指導主任，学習指導主任，環境整備

担当者，生涯学習係，防犯・交通係，環境整備係，事務長）

４ 学校支援地域協議会の具体的な活動内容 ※重点事項

※（１）学校の運営に関して，評価したり，意見や提案を行うこと

（２）学校の教育活動の充実に関すること

・授業や行事等に関する支援・協力

・教育的な環境の整備に関する支援・協力

※（３）児童の安心・安全の確保等への支援・協力に関すること

（４）児童の健全育成のための地域・家庭・学校が一体となった取組に関すること

（５）学校施設や機能を活用して地域・家庭の教育力向上を図るための取組に関すること

（６）その他，地域・学校に必要と思われる取組に関すること
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５ 学校支援地域協議会の基本的なしくみ

学校・家庭・地域が一体となって子どもの育成に取り組む

○今市第三小学校（教職員・保護者） ○学校支援地域協議会（地域代表）

・授業の充実，安全対策の向上 等 ・地域の子どもたちの健全育成

※多彩で活発，魅力的な学校づくり ・防犯意識の向上 等

○地域コーディネーター ○地域の学校支援ボランティアの方々

依頼

・各種支援のコーディ

ネート

・ボランティアさんへ

の依頼

教育活動への支援

要請・依頼
情報提供・調整

情

報

提

供

【環境美化の支援】

・花の定植，花壇の

手入れ 等

【安全の支援】

・登下校時の安全

パトロール

・子ども110番の家

・通学路点検

・校外学習時の引

率 等

【学習の支援】

・ゲストティーチャー

・学習支援ボランティア

・読み聞かせボランティ

ア

・図書ボランティア 等
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６ 事業推進組織

学 校 支 援 地 域 協 議 会

（地域の代表者：自治会長等）

会 長：ＰＴＡ会長

副会長：校長，ＰＴＡ副会長

事務局：教頭・主幹教諭・事務長・地域連携教員

学校支援ボランティア

学習活動支援部会 安 全 支 援 部 会 環 境 美 化 部 会

●部長：地域コーディネーター ●部長：地域コーディネーター ●部長：地域コーディネーター

・部長補佐：学習指導主任 ・部長補佐：児童指導主任 ・部長補佐：環境整備担当

生涯学習係 防犯・交通係 環境整備係

・ゲストティーチャー ・登下校時の安全ﾊﾟﾄﾛｰﾙ ・校庭の樹木の剪定

・学習支援ボランティア ・子ども110番の家 ・遊具のペンキ塗り

・読み聞かせボランティア ・通学路点検 ・花の定植，花壇の手入れ等

・図書ボランティア 等 ・校外学習時の引率 等 ・トイレの清掃

・校内美化

ＰＴＡ本部役員 校 長

（ＰＴＡ総会） （職員会議）

地域人材活用推進委員会 (企画委員会） 企画・推進

◎教頭・主幹教諭・

・主に外部団体との連絡調整：教頭 地域連携教員

・主に校内における連絡調整：主幹教諭 会計処理

・具体的な打ち合わせ：各担当者 ◎地域連携教員



- 4 -

７ 本会における各担当者の主な役割

役 職 担 当 者 仕 事 内 容

協議会 会長 ＰＴＡ会長 ・会長あいさつ ・議長 等

同 副会長 校長 ・校長あいさつ ・学校経営の説明 等

同 副会長 ＰＴＡ副会長 ・会長補佐 等

同 部 長 地域コーディネーター ・各部会事業の推進 等

同 学習活動 学習指導主任 ・部会の開催（必要に応じて）

部長補佐 生涯学習係 ・学習活動への計画的位置づけ（依頼状の作成） 等

同 安全支援 児童指導主任 ・部会の開催（必要に応じて）

部長補佐 防犯・交通係 ・登下校における安全支援活動への啓発及び御礼の通知発送 等

同 環境美化 環境整備担当 ・部会の開催（必要に応じて）

部長補佐 環境整備係 ・環境美化活動の計画的な実施（依頼状の作成） 等

同 事務局 教頭 ・名簿作成

主幹教諭 ・全体会議開催通知の作成

事務長 ・文書の発送 等

地域連携教員 ・企画・立案 ・協議会資料の作成 ・経費処理 等

８ 学校支援地域協議会会則 （別紙参照）

９ 学校支援地域協議会の本年度の計画・日程

月 日 曜 会議および事業 内 容

６ 10 金 学校支援地域協議会第1回会議 ・本年度の事業について

６ ・活動の推進
・学校支援ボランティアの募集

３

３ ３ 金 学校支援地域協議会第2回会議 ・今年度の事業についての報告と次年度に向
けて

・学校評価の説明，質疑応答，要望等

その他

～


